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平成 19 年２月１日 

規 則 第 １ 号 

 

改正 平成 22 年 2 月 9 日 規則第 1号 

 

 

（広域連合の執務時間） 

第１条 広域連合の執務時間は、栃木県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例（平

成１９年栃木県後期高齢者医療広域連合条例第１号）第１条に規定する広域連合の休日

以外の日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

２ 前項の広域連合の執務時間外においては、広域連合の機関の執務は、原則として行わ

ないものとする。 

第２条 前条の規定は、広域連合の執務時間外に広域連合の機関がその所掌事務を遂行す

ることを妨げるものではない。 

附 則 

この規則は、平成１９年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年規則第１号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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